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一
緒
に
考
え
よ
う
！「
町
制
」と「
市
制
」

第
１
回「
市
制
の
要
件
」

町
が
市
に
な
る
た
め
に
は
、

地
方
自
治
法
と
愛
知
県

条
例
、さ
ら
に
総
務
省
通
知「
市

制
施
行
協
議
基
準
」
に
定
め
ら

れ
た
要
件
を
全
て
満
た
す
必
要

が
あ
り
ま
す
。

　

こ
れ
ら
の
法
律
な

ど
で
定
め
ら
れ
た
要

件
と
、
三
好
町
の
現

在
の
状
況
を
比
較
し

た
場
合
、
次
の
よ
う

に
な
り
ま
す
。

　

こ
の
結
果
か
ら
見

る
と
、
三
好
町
は
市

に
な
る
た
め
に
必
要

な
要
件
を
お
お
む
ね

満
た
し
て
い
る
と
言

え
ま
す
。

　
「
町
制
」と「
市
制
」に
つ
い
て
５
回
シ
リ
ー
ズ
で
紹
介
す
る
コ
ー
ナ
ー
、一
緒

に
考
え
よ
う
！「
町
制
」と「
市
制
」。
第
１
回
目
と
な
る
今
回
は
、三
好
町
が
市

に
な
る
た
め
に
必
要
な
要
件
と
三
好
町
の
状
況
に
つ
い
て
紹
介
し
ま
す
。

▼問い合わせ＝市制準備室
　☎（32）8013　　（32）2165
　 shisei@town.aichi-miyoshi.lg.jp

掲載号 テーマ
第１回 　6月15日号 市制の要件
第２回 　7月15日号 市と町の違いについて①
第３回 　8月15日号 市と町の違いについて②
第４回 　9月15日号 国勢調査と町の歩み
第５回 10月15日号 市と町の違いについて③

　「単独のまちづくり」を進める三好町では、

「町制」と「市制」について５回シリーズで紹介し、

町民の皆さんと一緒に考えていきます。

　三好町の今後

のまちづくりに

ついて、一緒に

考えてみません

か。皆さんの意

見をお寄せくだ

さい。

　
　

国
勢
調
査
な
ど
の
全
国
的
な
人
口

調
査
で
集
計
さ
れ
た
人
口
が
、
５
万
人

以
上
で
あ
る
か
。

　
　

町
の
平
成
17
年
６
月
１
日
現
在

の
人
口
は
５
万
３
、６
９
８
人
で
す
。

今
年
10
月
に
行
わ
れ
る
国
勢
調
査
で

は
、
５
万
人
を
超
え
る
こ
と

は
確
実
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
　

農
林
漁
業
以
外
の
産
業

に
従
事
す
る
人
、
そ
の
同
一

世
帯
に
属
す
る
人
の
数
の
合

計
が
、
町
の
全
人
口
の
６
割

以
上
で
あ
る
か
。

　
　

平
成
12
年
の
国
勢
調
査
で
は
、
製

造
業
や
サ
ー
ビ
ス
業
と
い
っ
た
第
２

次
・
第
３
次
産
業
に
従
事
す
る
人
の
合

計
が
全
体
の
９
割（
96
・
１
％
）を
超
え

て
い
ま
す
。

　
　

一
つ
ひ
と
つ
の
建
物

の
連
な
り
で
形
成
さ
れ
る

町
の
中
心
の
市
街
地（
原

則
と
し
て
役
場
の
所
在
す

る
市
街
地
）の
区
域
内
に

あ
る
戸
数
が
、
町
の
全
戸

数
の
６
割
以
上
で
あ
る
か
。

　
　

町
は
こ
の
要
件
を
お

お
む
ね
満
た
し
て
い
る
と

考
え
ら
れ
ま
す
。
今
後
、

調
査
を
進
め
て
い
き
ま
す
。

　
　

愛
知
県
の
条
例
で
定

め
る
都
市
的
施
設
や
都
市

と
し
て
の
要
件
を
備
え
て

い
る
か
。

　
　

次
ペ
ー
ジ
の
愛
知
県

条
例
の
要
件
は
、
全
て
満

た
し
て
い
ま
す
。
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地方自治法（第８条第1項）で
定められている４つの要件

市制の要件
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町
の
住
民
の
担
税
力

と
町
の
財
政
状
況
が
十
分

で
あ
る
か
。

　
　

住
民
の
担
税
力
、
町

の
財
政
力
と
も
に
同
一
規

模
の
市
と
比
較
し
て
遜

そ
ん
し
ょ
く色

は
な
い
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　
　

軌
道
、
バ
ス
、
定
期

船
な
ど
の
交
通
施
設
が
整

備
さ
れ
て
い
る
か
。

　
　

名
鉄
豊
田
線
、
町
営

の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
バ
ス

（
さ
ん
さ
ん
バ
ス
）２
系
統
、

名
鉄
の
路
線
バ
ス
３
系
統

が
運
行
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
　

都
市
計
画
事
業
が
施

行
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
お

よ
び
主
要
幹
線
街
路
の
舗

装
な
ど
街
路
施
設
が
、
あ

る
程
度
整
備
さ
れ
て
い
る

か
。

　
　

区
画
整
理
事
業
、
都

市
公
園
、
都
市
計
画
道
路
、

下
水
道
な
ど
の
事
業
が
行

わ
れ
て
お
り
、
主
要
幹
線

街
路
の
舗
装
率
は
、
平
成

17
年
４
月
１
日
現
在
、
県

道
が
１
０
０
％
、
町
道
が

99
・
４
％
で
す
。

　
　

将
来
発
展
性
が
あ
る

か
。

　
　

町
は
総
合
計
画
の
も

と「
ゆ
と
り
と
活
気
あ
る

ふ
れ
あ
い
の
ま
ち
」を
目

指
し
て
、
福
祉
、
教
育
、

環
境
事
業
を
積
極
的
に
進

め
、
都
市
と
し
て
さ
ら
な

る
発
展
を
目
指
し
て
い
ま

す
。

　
　

同
規
模
の
市
と
比
べ
て
、

上
・
下
水
道
、
病
院
、
診
療
所
、

塵じ
ん
あ
い埃

処
理
施
設
な
ど
の
保
健
衛

生
施
設
が
同
じ
程
度
あ
る
か
。

　
　

平
成
17
年
４
月
１
日
現

在
、
町
の
上
水
道
普
及
率
は

（
99
・
９
％
）、
下
水
道
普
及
率

は（
93
・
０
％
）で
す
。
ま
た
病

院
は
２
カ
所
、
診
療
所
は
32
カ

所
あ
り
ま
す
。

　
　

学
校
教
育
法
第
４
章
に
規

定
す
る
高
等
学
校
、
ま
た
は
同

法
第
98
条
第
１
項
の
規
定
に
よ

る
中
等
学
校
が
、
同
規
模
の
市

と
比
べ
て
同
じ
程
度
あ
る
か
。

　
　

愛
知
県
立
三
好
高
等
学
校

が
あ
り
、
要
件
は
満
た
し
て
い

る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　
　

同
規
模
の
市
と
比
べ
、
相

当
の
規
模
の
図
書
館
、
博
物
館
、

公
会
堂
、
総
合
運
動
場
、
ま
た

は
公
園
な
ど
の
文
化
施
設
が
あ

る
か
。

　
　

文
化
セ
ン
タ
ー
サ
ン
ア
ー

ト
を
は
じ
め
、
総
合
運
動
公
園
、

そ
の
ほ
か
の
公
園
、
地
区
公
民

館
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

　
　

農
林
漁
業
以
外
の
産
業
に

従
事
す
る
人
、
そ
の
同
一
世
帯

に
属
す
る
人
の
数
の
合
計
が
、

最
近
３
年
間
で
増
加
傾
向
に
あ

る
か
。

　
　

平
成
７
年
の
国
勢
調
査
で

第
２
次
・
第
３
次
産
業
に
従
事

す
る
人
は
、
２
万
１
１
３
人
、

平
成
12
年
の
国
勢
調
査
で
は
、

２
万
２
、９
０
０
人
で
、
２
、７

８
７
人
増
加
し
ま
し
た
。
今
年

10
月
の
国
勢
調
査
で
は
、
さ
ら

に
増
加
す
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　
　

愛
知
県
内
の
市（
名
古
屋

市
を
除
く
）と
比
べ
て
、町
の
住

民
一
人
当
た
り
の
直
接
国
税
と

地
方
税（
目
的
税
を
除
く
）の
納

税
額
が
同
額
、
ま
た
は
そ
れ
以

上
で
あ
る
か
。

　
　

納
税
額
に
つ
い
て
は
、
愛

知
県
内
の
市
と
比
較
し
て
遜

そ
ん
し
ょ
く色

は
な
い
と
思
わ
れ
ま
す
。

　
　

官
公
署
、
銀
行
、
会
社
、

工
場
、
劇
場
、
映
画
館
の
数
お

よ
び
財
政
、
産
業
、
交
通
な
ど

の
状
況
が
お
お
む
ね
ほ
か
の
市

と
比
べ
て
遜そ

ん
し
ょ
く色
は
な
い
か
。

　
　

こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
愛

知
県
内
の
市
と
比
較
し
て
遜

そ
ん
し
ょ
く色

は
な
い
と
考
え
ら
れ
ま
す
。　

　
　
　
　

市制施行協議基準で定めら
れている４つの要件
　（全１４項目のうち地方自治法と
　  愛知県条例と重複しない要件）

市制の要件

愛知県条例で定められてい
る６つの要件

市制の要件
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